
JP 4841829 B2 2011.12.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１導電型の半導体基板と、
　前記半導体基板の主面上に設けられた第２導電型のベース領域と、
　前記ベース領域の周囲に形成されたトレンチと、
　前記ベース領域の表面にトレンチに沿って形成された無端状の第１導電型のソース領域
とを備えた半導体装置であって、
　前記トレンチ側壁面の主要面方位が［１００］及び［１１０］からなり、
　前記トレンチ側壁面のうち相互に隣接して交叉する内角を１２０°以上とし、
　前記ソース領域を介して対向する前記［１１０］面と前記ベース領域との最小対向距離
が、前記ソース領域を介して対向する前記［１００］面と前記ベース領域との最小対向距
離に比して小さいことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記［１００］面の面積を、前記［１１０］面の面積よりも大きくすることを特徴とす
る半導体装置。
【請求項３】
　第１導電型の半導体基板と、
　前記半導体基板の主面上に設けられた第２導電型のベース領域と、
　前記ベース領域の周囲に形成されたトレンチと、
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　前記ベース領域の表面にトレンチに沿って形成された無端状の第１導電型のソース領域
とを備えた半導体装置であって、
　前記トレンチ側壁面の主要面方位が［１００］及び［１１０］からなり、
　前記トレンチ側壁面のうち相互に隣接して交叉する内角を１３５°とし、
　前記ベース領域は、前記［１００］面と平行な４つの側壁面を備え、前記ベース領域の
平面形状が略四角形であり、
　前記半導体基板に対して水平方向における前記［１００］面の辺をＷ１及びＷ３、前記
［１１０］面の辺をＷ２により構成し、対向する前記Ｗ３同士の最小対向距離をｄとし、
前記ベース領域の側壁面の辺のうち前記Ｗ１と平行な辺をＤａ、前記Ｗ３と平行な辺をＤ
ｂとしたときに、
　前記Ｗ１の垂直二等分線及び前記Ｗ３の垂直二等分線の交点と、前記Ｄａの垂直二等分
線及び前記Ｄｂの垂直二等分線の交点とが略一致し、かつ下記数１～数４を満足する半導
体装置。
【数１】

【数２】

【数３】

【数４】

【請求項４】
　請求項１、２、又は３に記載の半導体装置において、
　前記ベース領域の側壁面のうち相互に隣接して交叉する部分がＲ形状であることを特徴
とする半導体装置。
【請求項５】
　第１導電型の半導体基板の主面に前記半導体基板より低不純物濃度の第１の半導体層を
形成し、
　前記第１の半導体層にトレンチを形成して複数の単位セルにより構成される半導体装置
の製造方法であって、
　前記トレンチ側壁の主要面方位が［１００］及び［１１０］となるように形成し、
　前記トレンチ内壁を熱酸化して酸化膜を形成し、
少なくとも前記酸化膜を介して前記トレンチ内にゲート電極を形成し、
　前記トレンチにより囲まれた前記第１の半導体層の全面に第２導電型のベース領域を形
成し、
　前記ソース領域を介して対向する前記ベース領域と前記［１１０］面との最小対向距離
が、前記ソース領域を介して対向する前記ベース領域と前記［１００］面との最小対向距
離よりも小さくなるように、前記ベース領域の表面に前記トレンチ側壁に沿う無端状の第
１導電型のソース領域を形成する半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トレンチ構造を有する半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高耐圧、大電流容量を両立する代表的な半導体装置として、パワーＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅ
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ｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａ
ｎｓｉｓｔｏｒ）が知られている。このパワーＭＯＳＦＥＴには、横型パワーＭＯＳＦＥ
Ｔと縦型パワーＭＯＳＦＥＴとがある。横型パワーＭＯＳＦＥＴは、動作電流（ドレイン
電流）が半導体基板の水平方向に流れるように設計されたものであり、縦型パワーＭＯＳ
ＦＥＴは、ドレイン電流を半導体基板の垂直方向に流すように設計されたものである。縦
型パワーＭＯＳＦＥＴは、横型パワーＭＯＳＦＥＴに比して単位セルをより高密度化しや
すく、オン電流を増大させることができる点に優れているため、近年普及してきている。
縦型パワーＭＯＳＦＥＴの中でも、特にチャネルを基板に対して垂直に形成する、いわゆ
るトレンチ構造のもの（例えば、特許文献１～５）が優れている。
【０００３】
　図８は、第１の従来例に係るトレンチ構造の縦型パワーＭＯＳＦＥＴの主要部の構成を
示す平面図、図９（ａ）は図８中のＣ－Ｃ断面図、図９（ｂ）は図８中のＤ－Ｄ断面図で
ある。この縦型パワーＭＯＳＦＥＴ４００は、図８及び図９に示すように、半導体基板１
０１、ドリフト領域１０２、ベース領域１０３、ソース領域１０４、トレンチ１０５、ゲ
ート酸化膜１０６、ゲート電極１０７、単位セル１０８、層間絶縁膜１１０、コンタクト
ホール１１１、ソース電極１１２、ドレイン電極１１３等を備えている。
【０００４】
　第１の従来例に係るトレンチ構造の縦型パワーＭＯＳＦＥＴ４００は、図８及び図９に
示すように、ｎ＋型半導体基板（高不純物濃度半導体基板）１０１上に、この半導体基板
１０１より低不純物濃度のエピタキシャル層からなるｎ－型半導体層（低不純物濃度半導
体層）からなるドリフト領域１０２が成膜されている。ｎ－型半導体層には、さらにｐ型
不純物がイオン打ち込みされてｐ型ベース領域１０３が形成され、このｐ型ベース領域１
０３の周囲にはドリフト領域１０２に達する深さのトレンチ１０５が形成されている。第
１の従来例に係るトレンチ構造は、最もよく用いられる典型的な構造のものである。
【０００５】
　トレンチ１０５の内壁には、ゲート酸化膜１０６が形成され、ゲート酸化膜１０６の表
面にはトレンチ１０５の溝部を埋め込むようにポリシリコン等からなるゲート電極１０７
が形成されている。また、ｐ型ベース領域１０３の表面には選択的にｎ型不純物がイオン
打ち込みされ、トレンチ１０５に沿って無端状のｎ＋型ソース領域１０４が形成されてい
る。トレンチ１０５の形状は、図８に示すように矩形形状により構成されている。Ｓｉ（
００１）基板表面上の（１００）面に等価な４つの面方位（以下［１００］面と記述）に
沿ってトレンチゲートが形成されている。
【０００６】
　ｐ型ベース領域１０３、ｎ＋ソース領域１０４、ゲート酸化膜１０６、ゲート電極１０
７の表面には、層間絶縁膜１１０、ソース電極１１２がこの順に積層されている。層間絶
縁膜１１０には、コンタクトホール１１１が形成され、このコンタクトホール１１１を介
してｐ型ベース領域１０３及びｎ＋ソース領域１０４とソース電極１１２とが電気的に接
続せしめられている。ドレイン電極１１３は、半導体基板１０１の主面（トレンチ１０５
が形成されている側の面）とは反対側の裏面に形成されている。
【０００７】
　このような縦型パワーＭＯＳＦＥＴは、オフ状態では、ドリフト領域１０２とベース領
域１０３との界面に形成されるｐｎ接合が逆バイアス印加によって空乏化する。一方、オ
ン状態では、トレンチ１０５側壁にＦＥＴの反転層が形成され、ドレイン電極１１３から
ソース電極１１２に向かう電流（図９（ｂ）中の矢印ｃで示す電流）が流れる。縦型パワ
ーＭＯＳＦＥＴでは、オフ状態での耐圧に対してオン状態の電流容量をできるだけ大きく
なるように設計することが好ましい。
【０００８】
　縦型パワーＭＯＳＦＥＴは、インダクタンス付加に接続されて用いられるため、スイッ
チオフ時にドレイン・ソース間に逆耐圧がかかり、一定以上の電流が流れると素子が破壊
するという問題がある。破壊電流は素子破壊耐量と呼ばれ、高い破壊耐量が得られるよう
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に素子を設計することが望ましい。
【０００９】
　縦型パワーＭＯＳＦＥＴにおいては、素子破壊を防止することが重要な課題である。縦
型パワーＭＯＳＦＥＴの素子破壊の原因は、ソース、ベース、ドレインをそれぞれエミッ
タ、ベース、コレクタとみたＮＰＮバイポーラトランジスタ（以下、「寄生バイポーラト
ランジスタ」と呼ぶ）の動作による。すなわち、図９（ｂ）中の矢印で示す電流経路ｄの
ように、誘電電流の一部がベースを流れ、ベース電位が上昇することによって寄生バイポ
ーラトランジスタがオン状態になると、温度上昇と電流増加の間に正のフィードバックが
かかって素子破壊にいたる。
【００１０】
　上記第１の従来例においては、矩形形状のトレンチのセルコーナー部に電流が集中しや
すい。このため、セルコーナー部付近でブレイクダウンが発生しやすく寄生バイポーラト
ランジスタがオン状態になりやすかった。
【００１１】
　上記特許文献１には、素子破壊耐量低下を防止する構造が提案されている（以下、「第
２の従来例」という）。図１０は、第２の従来例に係るトレンチ構造の縦型パワーＭＯＳ
ＦＥＴ５００の主要部の構成を示す平面図、図１１（ａ）は図１０中のＥ－Ｅ断面図、図
１１（ｂ）は図１０中のＦ－Ｆ断面図である。以降の説明において、第１の従来例に係る
縦型パワーＭＯＳＦＥＴ４００と同一の要素部材は、同一の符号を付し適宜その説明を省
略する。
【００１２】
　第２の従来例に係る縦型パワーＭＯＳＦＥＴ５００においては、電界が集中する単位セ
ルのコンタクト部からセルコーナー部近傍にかけての対角線上にソース領域狭窄部１１６
が配設されている。ソース領域狭窄部１１６を配設することにより、セルの対角線沿いの
ソース部分の長さ（図１１（ｂ）中のＬ５）が上記第１の従来例のそれ（図９（ｂ）中の
Ｌ４）に比して短くなっている。このような構成とすることにより、ドレイン電極からソ
ース電極に向かう電流経路ｅ（図１１（ｂ）参照）の距離を、電流経路ｄ（図９（ｂ）参
照）の距離に比較して短くすることができる。その結果、電流経路ｅにおいてはベース通
過部分が短縮されベース部の抵抗を小さくすることができる。このため、誘電性電流の一
部がベースを流れてもベース電位上昇を小さくすることが可能となり、寄生バイポーラト
ランジスタが動作しにくくなる。その結果、素子破壊耐量の低下を抑制することができる
。
【００１３】
　上記特許文献２には、トレンチを成す側壁の平面形状を８角形と４角形により構成し、
これらの側壁面を［１００］面及び［１１０］面より構成する技術が開示されている。こ
れにより、トレンチコーナー部の電流集中を抑制することができるとしている。
【特許文献１】特開２００１－６０６８８号公報
【特許文献２】特開平９－２１３９５１号公報
【特許文献３】特開平１０－２７０６８９号公報
【特許文献４】特開２００４－７９９５５号公報
【特許文献５】特開２００４－５５９７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　近年、電子機器の小型軽量化、動作の高速化、高周波化等に伴い、電子機器に搭載され
る半導体装置の高集積化が要求されている。縦型パワーＭＯＳＦＥＴにおいても、素子破
壊耐量の低下を防止しつつ、これまで以上にセルサイズの微細化を実現することが強く望
まれている。
【００１５】
　しかしながら、上記特許文献１に係る半導体装置は、ソース領域狭窄部１１６を配設す
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る必要があるため、セルサイズのさらなる微細化には不向きである。また、上記特許文献
２に係る半導体装置も、トレンチが八角形形状と四角形形状との組み合わせの構造からな
るため、さらなるセルサイズの微細化には不向きである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明に係る半導体装置は、第１導電型の半導体基板と、前記半導体基板の主面上に設
けられた第２導電型のベース領域と、前記ベース領域の周囲に形成されたトレンチと、前
記ベース領域の表面にトレンチに沿って形成された無端状の第１導電型のソース領域とを
備えた半導体装置であって、前記トレンチ側壁面の主要面方位が［１００］及び［１１０
］からなり、前記トレンチ側壁面のうち相互に隣接して交叉する内角を１２０°以上とし
、前記ソース領域を介して対向する前記［１１０］面と前記ベース領域との最小対向距離
が、前記ソース領域を介して対向する前記［１００］面と前記ベース領域との最小対向距
離に比して小さいことを特徴とするものである。
【００１７】
　本発明によれば、上記のような構成とすることにより素子破壊耐量の低下を防止しつつ
、セルサイズの微細化を実現することが可能である。その理由は、以下のとおりである。
　本発明によれば、トレンチ側壁の主要面方位を［１００］及び［１１０］により構成し
、かつ、トレンチ側壁面のうち相互に隣接して交叉する内角を１２０°以上としているの
で、矩形セルに比してセルコーナーに沿ったチャネルでの電流集中を緩和することができ
る。
　また、ソース領域を介して対向する［１１０］面からなるトレンチ側壁とベース領域と
の最小対向距離を、ソース領域を介して対向する［１１０］面からなるトレンチ側壁とベ
ース領域との最小対向距離に比して短く設定することにより、誘電電流の一部がベースを
流れても単一セル内における全体としてのベース領域を通過する電流距離を、トレンチ側
壁が［１００］面のみからなる場合のそれに比して短くすることができる。このため、誘
電性電流の一部がベースを流れてもベース電位上昇を抑制することができる。これらの結
果、寄生バイポーラトランジスタが動作しにくくなり、素子破壊耐量の低下を防止するこ
とができる。
　さらに、本発明に係るトレンチは、その側壁の主要面方位が［１００］及び［１１０］
からなり、トレンチ側壁の内角を１２０°以上にするという簡易な構造からなるので、セ
ルサイズの微細化を実現することが可能である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明においては、素子破壊耐量の低下を防止しつつ、セルサイズの微細化を実現する
ことが可能な半導体装置を提供することができるという優れた効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明を適用した実施形態の一例について説明する。なお、本発明の趣旨に合致
する限り、他の実施形態も本発明の範疇に属し得ることは言うまでもない。
【００２０】
　図１は、本実施形態に係る半導体装置のトレンチ構造の縦型パワーＭＯＳＦＥＴの主要
部の構成を示す平面図、図２（ａ）は図１中のＡ－Ａ断面図、図２（ｂ）は図１中のＢ－
Ｂ断面図である。この縦型パワーＭＯＳＦＥＴ１００は、図１及び図２に示すように、半
導体基板１、ドリフト領域２、ベース領域３、ソース領域４、トレンチ５、ゲート酸化膜
６、ゲート電極７、単位セル８、層間絶縁膜１０、コンタクトホール１１、ソース電極１
２、ドレイン電極１３等を備えている。なお、図１においては、説明の便宜上、ゲート酸
化膜６、ゲート電極７、層間絶縁膜１０及びソース電極１２の図示を省略している。ただ
し、コンタクトホール１１の形成位置は図示してある。
【００２１】
　半導体基板１は、シリコン基板であって、例えば、ｎ＋型の半導体基板（高不純物濃度
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半導体基板）よりなる。この半導体基板１上に、半導体基板１より低不純物濃度のエピタ
キシャル層からなるｎ－型の半導体層（低不純物濃度半導体層）からなるドリフト領域２
が成膜されている。そして、ｎ－型半導体層の上部にはｐ型不純物がイオン打ち込みされ
てｐ型ベース領域３が形成される。
【００２２】
　このｐ型ベース領域３の周囲にはドリフト領域２に達する深さのトレンチ５が形成され
ている。トレンチ５の内壁面には、ゲート酸化膜６が形成され、ゲート酸化膜６の表面に
はトレンチ５の溝部を埋め込むようにポリシリコン等からなるゲート電極７が形成されて
いる。また、ｐ型ベース領３の表面にはｎ型不純物がイオン打ち込みされてトレンチ５に
沿って無端状のｎ＋型ソース領域４が形成されている。
【００２３】
　層間絶縁膜１０、ソース電極１１２は、図２に示すようにこの順にベース領域３、ソー
ス領域４、ゲート酸化膜６、ゲート電極７上に積層せしめられている。層間絶縁膜１０に
は、コンタクトホール１１が形成され、このコンタクトホール１１を介してｐ型ベース領
域３及びｎ＋ソース領域４と、ソース電極１２とが電気的に接続せしめられている。ドレ
イン電極１３は、半導体基板１のトレンチ５が形成されている側とは反対側の面に形成さ
れている。
【００２４】
　本実施形態に係るトレンチ構造の縦型パワーＭＯＳＦＥＴ１００は、トレンチ構造の単
位セルを複数（例えば、数１０万個）備えている。縦型パワーＭＯＳＦＥＴ１００は、オ
フ状態では、ドリフト領域２とベース領域３との界面に形成されるｐｎ接合が逆バイアス
印加によって空乏化する。一方、オン状態では、トレンチ５側壁にＦＥＴの反転層が形成
され、ドレイン電極１３からソース電極１２に向かって電流が流れる（図１中の電流経路
ａ）。
【００２５】
　次に、本実施形態に係る縦型パワーＭＯＳＦＥＴ１００の単位セルの構造について詳述
する。
　本実施形態に係る縦型パワーＭＯＳＦＥＴ１００のトレンチ５は、図１に示すように、
側壁面のうち相互に隣接して交叉する内角を１３５°とし、Ｓｉ（００１）基板表面上に
形成するトレンチ５の平面形状が８角形により構成されている。以下、Ｓｉ（００１）基
板表面上の（１００）面に等価な４つの面方位を［１００］と記述し、（１１０）面に等
価な４つの面方位を［１１０］と記述する。
　トレンチ５の側壁の主要面方位は、［１００］及び［１１０］よりなる。そして、以下
の数５に示すように、ソース領域を介して対向するベース領域３とトレンチ５側壁の［１
１０］面との最小対向距離Ｌ２を、ソース領域を介して対向するベース領域３とトレンチ
５側壁の［１００］面との最小対向距離Ｌ１よりも小さくなるように設定している。
【数５】

【００２６】
　トレンチ５の側壁面のうち相互に隣接して交叉する内角を１３５°とすることにより、
矩形セルに比してセルコーナーに沿ったチャネルでの電流集中を緩和することができる。
また、ソース領域を介して対向する［１１０］面からなるトレンチ側壁とベース領域との
距離Ｌ２を、ソース領域を介して対向する［１００］面からなるトレンチ側壁とベース領
域との距離Ｌ１に比して短くしたので、誘電性電流の一部がベースを流れた場合における
単一セル内における全体としてのベース領域を通過する電流距離を、トレンチ側壁が［１
００］面のみからなる場合のそれに比して短くすることができる。その結果、全体として
ベース抵抗部を小さくすることができる。このため、誘電性電流の一部がベースを流れて
もベース電位上昇を抑制することができる。
　これらの結果、寄生バイポーラトランジスタが動作しにくくなり、素子破壊耐量の低下
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　さらに、トレンチの主要面方位を［１００］及び［１１０］により構成し、トレンチの
内角を１３５°にするという簡易な構造であるのでセルサイズの微細化を実現することが
可能である。
【００２７】
　本実施形態に係る半導体装置は、半導体基板１の水平方向におけるトレンチ５側壁の［
１００］面の辺をＷ１、トレンチ５側壁の［１１０］面の辺をＷ２により構成したときに
、以下の数６を満たすように構成している。なお、Ｗ１及びＷ２は、それぞれの辺自体を
指す符号であるとともに、その辺の長さを表す符号であるものとする。
【数６】

【００２８】
　数６を満足することにより、チャネル領域における電子の移動度を高めてパワーＭＯＳ
ＦＥＴの性能の向上を図ることができる。Ｗ２を構成する［１１０］面近傍では、Ｗ１を
構成する［１００］面に比して電流密度が高くなる。しかし、［１１０］面近傍において
は、ソース領域長を短くすることにより誘電性電流がベースを通過する距離を短くして、
ベース抵抗部が小さくなるようにしているので、誘電性電流の一部が電流経路ｂを流れて
もベース電位上昇を抑制することができる。したがって、ベース電位上昇を小さくして寄
生バイポーラトランジスタを動作しにくくし、素子破壊耐量の低下を防止することができ
る。
【００２９】
　本実施形態に係るベース領域３の平面形状は、図１に示すように略正方形である。ベー
ス領域３側壁は、トレンチ５側壁の［１００］面と平行な４つの側壁面からなる。ここで
、ベース領域３の平面形状を構成する略正方形の辺をＤａとする。また、トレンチ５側壁
の［１００］面と、これに対向するトレンチ５側壁の［１００］面との最小対向距離をｄ
とする。なお、Ｄａは、辺自体を指す符号であるとともに、その辺の長さを表す符号であ
るものとする。ここで、Ｌ１とＬ２は、下記数７及び数８により与えられる。また、W1と
W2は数９の関係を満たす。

【数７】

【数８】

【数９】

【００３０】
　本実施形態においては、ベース領域の相互に隣接するＤａの垂直二等分線の交点と、Ｗ
２を介して隣接する２つの辺Ｗ１の垂直二等分線の交点とが略一致するように配置されて
いる。この場合において、上記数７及び上記数８を上記数５に代入することにより以下の
数１０及び数１１を導くことができる。
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【数１１】

【００３１】
　図３は、数６、数９及び数１０の関係をグラフに示したものである。横軸がＷ２、縦軸
がＷ１を示し、図中の両矢印Ｐの領域が好ましいＷ２の範囲となる。上述したとおりＷ１
はできるだけ大きいほうが好ましいので、両矢印Ｐの領域のうちＷ２が小さい（Ｗ１が大
きい）ものほど好ましい。
【００３２】
　上記数５の関係を満たす範囲において、Ｗ１をできるだけ大きく設定することにより、
パワーＭＯＳＦＥＴの性能の向上を図りつつ、素子破壊耐量の低下を防止して信頼性の向
上を図ることができる。すなわち、Ｗ１を大きく設定することによりチャネル領域におけ
る電子の移動度を高め、パワーＭＯＳＦＥＴの性能の向上を図ることができる。また、上
記数６の条件にすることにより、Ｗ２を構成する［１１０］面近傍では、Ｗ１を構成する
［１００］面に比して電流密度が高くなる。しかし、上記数９及び数１０を満足すること
により誘電性電流の一部が図２（ｂ）に示す電流経路ｂを流れても、ベース抵抗部を小さ
くしているのでベース電位上昇を抑制することができる。したがって、ベース電位上昇を
小さくして寄生バイポーラトランジスタを動作しにくくし、素子破壊耐量の低下を防止す
ることができる。
【００３３】
　本実施形態においては、［１００］面のＷ１の長さの設定条件を上記数１１に代えて、
下記数１２にすることができる。
【数１２】

　その理由は、以下のとおりである。本実施形態においては、ゲート酸化膜６は、例えば
、８５０℃程度の温度にてトレンチ５の表面を熱酸化することにより得る。この場合にお
いて、［１１０］面は、［１００］面に比して酸化膜が厚くなる。酸化速度の面方位依存
性があるためである。［１１０］面に比して［１００］面の酸化膜が厚くなる結果、［１
１０］面のトランスコンダクタンスの値は、［１００］面のトランスコンダクタンスの値
に比して小さくなる。
　ここで、［１００］面の酸化膜厚をｔ１、［１１０］面の酸化膜厚をｔ２とし、［１０
０］面のトランスコンダクタンスの値をｇｍ１、［１１０］面のトランスコンダクタンス
の値をｇｍ２とすると、［１００］面と［１１０］面とのトランスコンダクタンスの比ｒ
は、以下の数１３により表すことができる。
【数１３】

　ベース電位降下は、ベース電流と上記ソース部の長さに比例する。従って、ブレークダ
ウン時のチャネル・コンタクト間のベース電位降下が、少なくとも電流経路ｂを通過する
ときに最大にならないための条件は、下記の数１４により与えられる。
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【数１４】

　数１３、数１４、数７、及び数８より、上記数１２を導くことができる。
【００３４】
　上記数１２から明らかなように、トランスコンダクタンスの比ｒ（＞１）に応じて、［
１００］面の１辺の長さを上記数１１のＷ１の値よりも大きくすることができる。その結
果、チャネル領域における電子の移動度をより効果的に高めてパワーＭＯＳＦＥＴの性能
の向上を図ることができる。
【００３５】
　次に、本実施形態に係る半導体装置の製造方法について図４及び図５を参照しつつ説明
する。図４及び図５は、いずれも図１中のＡ－Ａ断面図である。なお、下記製造工程は典
型的な一例であり、本発明の趣旨に合致する限り他の製造方法を採用することができるこ
とは言うまでもない。
【００３６】
　まず、図５（ａ）に示すように、基板表面が（１００）面からなるシリコンの例えばｎ
＋型半導体基板１を用い、この半導体基板１上にこれより低不純物濃度のｎ－型半導体層
９をエピタキシャル成長させる。次に、フォトリソグラフィー工程により、後述のｐ型ベ
ース領域３の周囲となる位置のｎ－型半導体層９に１～２μｍのトレンチ５を形成して複
数の単位セル８に分断する。フォトリソグラフィー工程では正方形の４隅を斜め４５°に
カットした形状にパターニングしたフォトレジスト膜を用いる。本実施形態においては、
主要面方位が［１００］及び［１１０］からなり、その平面形状が８角形であるトレンチ
を形成した。
【００３７】
　次に、図５（ｂ）に示すように、熱酸化法によりトレンチ５を含む全面にゲート酸化膜
６を形成する。次に、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）
法によりポリシリコン膜を全面に形成した後、リン拡散、エッチバックを順次行って不要
部のポリシリコン膜を除去してトレンチ５内のみに埋め込むように残してゲート電極７を
形成する。
【００３８】
　次に、図５（ｃ）に示すように、トレンチ５により囲まれたｎ－型半導体層９の全面に
１～２μｍの深さのｐ型ベース領域３を形成する。例えば、ｐ型不純物としてボロン（Ｂ
）を用いてイオン打ち込みした後、１１００～１２００℃にて１０～２０分間アニール処
理する。
　続いて、図５（ｄ）に示すように、ｎ＋型ソース領域４を形成する。具体的には、図２
に示すようなベース領域に相当する形状にパターニングしたフォトレジスト膜をマスクと
してｐ型ベース領域３の表面にトレンチに沿って無端状に、ｎ型不純物として砒素（Ａｓ
）を用いてイオン打ち込みを行う。その後、例えば９８０～１０５０℃にて２５～３５分
間アニール処理する。ｐ型ベース領域４の膜厚は、例えば０．４～０．８μｍとする。
【００３９】
　次いで、ＣＶＤ法により、全面に層間絶縁膜１０を形成し、フォトリソグラフィ法によ
り、ゲート酸化膜６及び層間絶縁膜１０をパターニングしてコンタクト開口部１１を形成
する。その後、このコンタクト開口部１１を通じてソース電極１２を形成する。
【００４０】
　本実施形態に係る半導体装置の製造方法によれば、トレンチ側壁を［１００］面及び［
１１０］面により形成し、トレンチ側壁のうち相互に隣接して交叉する内角を１２０°以
上にするという簡易な方法により形成しているので、従来構造に比べて加工精度をほとん
ど変更する必要がなくセルサイズの微細化を図ることが可能である。
　また、トレンチ５を形成した後に、高温処理を伴ったベース領域３及びソース領域４の
形成を行うので、特にトレンチ５及びこのトレンチ５の近傍位置の半導体結晶に熱的影響
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　さらに、ソース領域を介して対向する［１１０］面からなるトレンチ側壁とベース領域
との最小対向距離を、ソース領域を介して対向する［１００］面からなるトレンチ側壁と
ベース領域との最小対向距離に比して短く設定することにより、誘電性電流の一部がベー
ス領域を流れた場合であっても単一セル内における全体としてのベース領域を通過する電
流距離を短くすることができる。その結果、誘電性電流の一部がベースを流れても全体と
してベース抵抗部を小さくして、ベース電位上昇を抑制することができる。その結果、寄
生バイポーラトランジスタが動作しにくくなり、素子破壊耐量の低下を防止することがで
きる。

【００４１】
　なお、本実施形態においては、ソース領域の平面形状を略正方形としたが、これに限定
されるものではなく、ソース領域を介して対向する［１１０］面とベース領域との最小対
向距離が、［１００］面と、ソース領域を介して対向するベース領域との最小対向距離に
比して小さい範囲に設定する限りにおいて、他の形状を選択することが可能である。また
、トレンチの平面形状として８角形形状の例を説明したが、これに限定されるものではな
く、トレンチ側壁のうち相互に隣接して交叉する内角を１２０°以上に設定すれば他の形
状を適用することが可能である。さらに、本実施形態においては、［１００］面の半導体
基板１の水平方向における辺の長さ、［１１０］面の半導体基板１の水平方向における辺
の長さがすべて同じ例について説明したが、これに限定されるものではなく単位セル内に
おいて各［１００］面及び［１１０］面の辺が異なる長さのものを組み合わせて構成して
もよい。また、異なる単位セルにおいて、トレンチの平面形状を異なるように配設しても
よい。
【００４２】
［変形例１］
　次に、上記実施形態のトレンチ構造とは異なる変形例について説明する。図６は、本変
形例１に係るトレンチ構造を示す平面図である。なお、以降の説明において、上記実施形
態と同一の要素部材は、同一符号を付し適宜その説明を省略する。
【００４３】
　本変形例１に係る半導体装置２００は、以下の点を除く基本的な構成は上記実施形態と
同じである。すなわち、上記実施形態に係るトレンチ５は、Ｗ１及びＷ２よりなる８角形
により構成されていたが、本変形例に係るトレンチ５ａは、図６に示すようにＷ１、Ｗ２
、及びＷ３よりなる８角形により構成される点が異なる。また、上記実施形態に係るベー
ス領域３は、その平面形状が略正方形により構成されていたが、本変形例に係るベース領
域３ａは、その平面形状が略長方形により構成されている点が異なる。
【００４４】
　より具体的には、トレンチ５ａ側壁の［１００］面の辺をＷ１及びＷ３により構成し、
トレンチ５ａ側壁の［１１０］面の辺をＷ２により構成する。ここで、Ｗ１＜Ｗ３とする
。また、ベース領域３ａの縦、横をＷ１に平行な辺をＤａ、Ｗ３に平行な辺をＤｂにより
構成する。
　ベース領域の平面形状が略長方形の場合には、まずベース領域３の辺のうち短辺となる
Ｄａの辺の長さを一辺とする略正方形のベース領域が最適形状となるようにＷ１及びＷ２
を決定する。そして、ベース領域３ａの相互に隣接する２つのＤａの垂直二等分線の交点
と、Ｗ２を介して隣接するＷ１とＷ３の垂直二等分線の交点とが略一致するようにし、か
つ、Ｗ１の中点及びＷ３の中点からベース領域までの最小対向距離が略一致する関係とな
るようにＷ３を決定する。すなわち、以下の数１５～数１８を満足するようにトレンチ５
ａとベース領域３ａの配置を決定する。
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【数１５】

【数１６】

【数１７】

【数１８】

【００４５】
　上記数１５～数１８を満足させることにより、ベース領域の平面形状を長方形とした場
合においても、上記実施形態と同様にベース領域３ａとトレンチ５ａ側壁の［１１０］面
との最小対向距離を、ベース領域３ａとトレンチ５ａ側壁の［１００］面との最小対向距
離に比して短くしつつ、Ｗ１及びＷ３の大きさを大きく設定することができる。したがっ
て、上記実施形態と同様の理由により素子破壊耐量の低下を防止しつつ、チャネル領域に
おける電子の移動度を高めてパワーＭＯＳＦＥＴの性能の向上を図ることができる。さら
に、上記実施形態と同様にセルサイズの微細化を実現することが可能である。
【００４６】
［変形例２］
　次に、上記実施形態のトレンチ構造とは異なる変形例について説明する。図７は、本変
形例２に係るトレンチ構造を示す平面図である。
【００４７】
　本変形例２に係る半導体装置３００は、以下の点を除く基本的な構成は上記実施形態と
同じである。すなわち、上記実施形態に係るベース領域３ｂの隣接する側壁面の内角を９
０°としていたが、本変形例においては、図７に示すようにベース領域３ｂの隣接する側
壁面同士の当接部である角部をＲ形状となるように構成した点が異なる。
【００４８】
　このように構成することにより、ベース電流密度がベースコーナー付近に集中するのを
緩和することができる。その結果、ベースの電位降下をより効果的に抑制することができ
る。
【符号の説明】
【００４９】
１　半導体基板
２　ドリフト領域
３、３ａ　ベース領域
４　ソース領域
５、５ａ　トレンチ
６　ゲート酸化膜
７　ゲート電極
８　単位セル
９　ｎ－型半導体層
１０　層間絶縁膜
１１　コンタクトホール
１２　ソース電極
１３　ドレイン電極
１００、２００、３００　縦型パワーＭＯＳＦＥＴ
【図面の簡単な説明】
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【００５０】
【図１】実施形態に係る半導体装置の主要部の構成を示す平面図。
【図２】（ａ）図１中のＡ－Ａ切断部断面図、（ｂ）図１中のＢ－Ｂ切断部断面図。
【図３】実施形態に係るＷ２の好ましい範囲を示す説明図。
【図４】実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程図。
【図５】実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程図。
【図６】変形例１に係る半導体装置の主要部構成を示す平面図。
【図７】変形例２に係る半導体装置の主要部の構成を示す平面図。
【図８】第１の従来例に係る半導体装置の主要部の構成を示す平面図。
【図９】（ａ）図８中のＡ－Ａ切断部断面図、（ｂ）図８中のＢ－Ｂ切断部断面図。
【図１０】第２の従来例に係る半導体装置の主要部の構成を示す平面図。
【図１１】（ａ）図１０中のＡ－Ａ切断部断面図、（ｂ）図１０中のＢ－Ｂ切断部断面図
。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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